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 Statutory reserve funds are caluculative sum that are compelled to reserve by the 

law. They indicate the standard of property that the company must keep beyond the 

capital. 

 They play a part in filling up the impairment for keeping the level of the dividend 

and exceptionally the  capitalization.  But, there are many problems of the function and 

of the management on the tax law. 

 This paper studies  the  essence and the legal function on statutory reserve funds. I 

want to make clear the future as it ought to be on statutory reserve funds in Japan.

1.は じ め に

準備金 は,会 社が資本を超えて保有すべ き財産の基準を示す計算上の数額であ り,法 律の規定

によって積み立てることを要する法定準備金 と定款の規定または株主総会の決議 によって会社が

自治的に積み立てる任意準備金か らなる。

ここでは主 として法定準備金について検討する。この法定準備傘 は,資 本金 と同様,会 社資産

を確保するための基準額であ り,純 資産額が資本額を超える部分のうち社外に流出させず,法 律

により留保す るために積み立てたものをいい,そ の機能は資本 とほとんど同様である。 これを資

本 との関係で見てみると,資 本性資産拘束額中,拘 束程度が強いものが資本であ り,拘 束が弱い

ものが資本準備金である。同様に利益性の資産拘束額中,拘 束の程度が強いものが利益準備金で

あ り,拘 束の程度が弱いものが任意準備金である。いずれにしても資本のまわ りのクッシ ョンと

しての機能を有する。

まず,法 定準備金について,株 主保護,債 権者保護および企業経営上の各観点か ら,そ の存在

意義を検討 し,そ の本質と法的機能 について論考する。 また,資 本 と資本準備金 との関係 につい

て言及 し,そ のあり方 を考察する。さらに,税 法上の取扱いに関する矛盾点を明確化 し,課 税上
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の論点について論述する。このように,株 式会社の資本制度における法定準備金について,そ の

本質 と法的機能について明確化 し,そ のあ り方を検討することが本稿の目的である。

2.法 定準備金の概念

(1)利 益準備金の意義

利益準備金 は,利 益 を源泉 とする法定準備金である。利益 とは企業会計上の損益取引,す なわ

ち,自 己資本の運用の結果実現 した利益を意味する。利益準備金の基準 は,毎 決算期 には,配 当

その他の利益処分による会社が支出する金額の10分 の1で あ り,積 み立て限度額は資本の4分 の

1で ある(商 法288条)。 本条の毎決算期に利益の処分 として支給する金額とは,決 算期の定時総

会で株主に配当することを,ま たは,役 員に賞与として支給することを決 した額,お よび取締役

会で中間配当として決 した額であ り,実 際に支払った額ではない。ただ し,積 立額が資本の4分

の1と いう積立限度 を超えれば,そ の超過額はもはや法定準備金ではな く任意準備金であると解

されている(通 説)。 これは資本準備金の場合 と異 なり,こ のような性質の利益拘束を無限に拡

大することは株主を害するので,歯 止めを設けたのが法の趣旨である(注1)。 また,当 期利益

が零であっても,前 期繰越利益および取崩 した任意準備金により金銭配当および役員賞与をなす

場合にも,既 存の利益準備金が資本の4分 の1に 達 していない間は,利 益準備金の積み立てを要

する。

毎決算期に利益 の処分 として支出する金額の中には,株 式配当額 は入 らないことは商法288条

の法文上 も明らかであるが,こ れを除外 したのは,会 社の現金の流出がないので,こ れにつ き準

備金の積み立てを強制する必要 はないか らである(注2)。 本条の立法趣旨が このようであ るな

らば,そ れは積立が強制 されないというにとどまり,株 式配当の場合にも利益準備金 を積み立て

ることは許されると解 しうるか,利 益配当をまった くしなかった場合にも利益準備金 を積み立て

うるかという問題 も生ずる。利益が社外に流出せず,利 益の資本化を生ずる以上,結 局利益配当

をまった くしないで利益準備金を積み立て うるかという問題に還元されるのである。会社が金銭

配当をしないで利益準備金以外の形態の利益剰余金,す なわち任意積立金,前 期繰越利益の形態

で配当財源を保有するにとどまる場合 と,金 銭配当をしないで配当財源の一部を利益準備金 とし

て積み立てる場合 との問に,株 主の利益配当請求権 の尊重に関 し,ど れだけの差があるだろうか。

将来も利益配当に充当し得 ない利益準備金 として配当財源を拘束する結果になる肯定説は,そ の

他の形の利益剰余金 として,し たがって,将 来配当財源に充当 しうる形で留保することとなる否

定説 と比較すれば,株 主 にとりその限 りで不利であることは否定で きない。 しかし,利 益準備金

制度の立法理由に立ち帰 ってみれば,肯 定説が株主にとり不利益であるとはにわかに断定で きな

い。利益準備金 は資本の欠損填補に充てられ,利 益配当の機会を維持す るこ とに貢献するか らで

ある。実定法はその際無制限な利益準備金の積立は株主の利益配当請求権尊重のたてまえから許

されないもの として,資 本の4分 の1と い う積立限度を設定 したにとどまる。そうであれば,こ

の積立限度に達するまでは,そ の積立が金銭配当および役員賞与の支出を伴 わない場合に行われ

ても,株 主の利益配当請求権 を侵害すると批判するには当たらない。 しかし,金 銭配当お よび役

員賞与の支出をまったく行わないときは,利 益準備金積立をなすにしても,社 内留保 される利益

剰余金のいずれ を対象 として積み立てるかの基準が見当 らないことになる(注3)。 私見として

は,商 法288条 は利益処分 として支出する金額を基準 としているので,実 定法の解釈論 としては,

法によらない利益準備金の積み立ては認めるべ きでないと考える。 したがって,否 定説を支持す
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るものである。

利益準備金の本質は,「利益」であって 「資本」ではない。利益準備金は,資 本準備金 ととも・

に 「法定準備金」 とされているが,そ れは政策的な観点か らであって,両 者 はその本質 を異にす

る。資本準備金については,そ の源泉である金額が性質上当然 に積み立てられるのにたいし,利

益準備金については,そ の源泉である決算利益の一定割合が,株 主総会の決議によっては じめて

積み立てられるのである。また資本準備金については,積 立限度がなく,無 制限に積み立てられ

るのにたいし,利 益準備金については,一 定額以上の積立 を要 しないこととされていることも,

両者の本質を反映 したものである(注4)。

利益は資本 と異なって本来すべて配当にまわしてよいはずであるが,利 益の全部を株主に配当

すると,会 社の業績が悪化 したときたちまち資本の欠損が生 じてしまう。い一ったんそうなれば,

その欠損 を填補するか,ま たは,資 本減少 をしなければ利益配当は困難 となる。このように,利

益準備金 は資本欠損の填補 と配当維持の容易化のため,利 益の全部が分配されることがないよう

に歯止めを設けたものにす ぎず,利 益の社外流出がない場合にまで積極的に積み立てることを認

める趣 旨とは解 されない(注5)。

利益準備金の政策的意義は,本 来は企業維持の要請 によるものと考えられるが,資 本準備金 と

は異なって,そ の本質が配当客体 たる利益の拘束であるところから,株 主よりもむ しろ債権者の

保護 を主 とするものと解される。その政策的意義は,法 定資本のそれと相通ずる。法定資本が資

本の拘束額であるのに対応 して,、利益準備金は利益の拘束額であ り,と もに政策的な制度である。

企業維持の要請だけでなく,債 権者保護の要請か らいって も,利 益準備金制度の政策的重要性は

大 きい(注6)。 つまり,利 益準備金制度の目的は,企 業維持と債権者保護のために企業の財産

的基礎の強化 をはかることである(注7)。

法定準備金は,本 来,利 益の留保たることに,会 社債権者保護のための制度 としての存在意義

を有 して きたと考えられるので,現 行法上,法 定準備金の本質と機能を有するのは利益準備金で

ある。その積立を強制する法規定は,そ の範囲内で法定準備金の本来的な性格の維持 ・継続を明

確 にする趣 旨と解 してよいであろう(注8)。

(2)資 本準備金の意義

資本準備金 とは,企 業会計上のいわゆる資本取引か ら生ずる剰余すなわち資本剰余金 を源泉と

する法定準備金である。利益準備金と異な り資本準備金の存在意義に関しては問題がある。利益

準備金 と積み立ての財源を異にする以上,と もに法定準備金 と定められてはいて も,こ の部分に

従来からの債権者保護という考 え方がそのまま妥当す るとは限らないからである。資本準備金は,

前述 した ように,損 益取引以外の資本取引 によって生 じた剰余金を源泉とするが,そ のすべてを

源泉 とするわけではなく,ま た,そ の積立や使途が法律で強 く拘束される点で,会 計学上の資本

剰余金とは異なるものである(注9)。

資本準備金については,他 の法定準備金である利益準備金のように積立の限度および積立率の

規定はない。法定の源泉に該当する資本剰余金が発生すればその金額が積み立てられなければな

らない。なぜなら,そ れは広義の払込資本または資本修正に由来するか らである。またその積立

の時期は,資 本準備金 となるべ き資本剰余金の発生の都度である。株主総会の決議をまって初め

て積み立てられるものではない。株主総会による承認 は,こ の積立の適法性の確認を意味するに

すぎない(注10)。
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資本準備金 には,広 義の払込資本に属するもの(払 込剰余金)と,資 本の修正に基づ くもの

(減資差益 と合併差益)が ある。払込剰余金は,株 式の発行価額のうち資本 に組 み入れない額

(商法288条 の2第1項1号)で あ り,発 起人全員の同意(商 法168条 の2第3号)ま たは取締役

会の決議(商 法280条 の2第1項4号)に より株式の発行価額の2分 の1を 超えない限度で資本

準備金とすることがで きる(商 法284条 の2第2項 本文)。 ただし額面株式については,額 面,設

立に際 して発行する無額面株式については5万 円を超える部分でなければならない(商 法284条

の2第2項 但書)。 減資差益 ≒は,資 本減少前の資本額が資本減少後の法定資本額 と資本減少 に

よる資産填補額の合計額を超える場合の差額である(商 法288条 の2第1項4号)。 これは会社の

純資産額中資本額を超 える部分ではあるが,資 本修正の結果生ずるものであ り利益 とするのは妥

当ではないので,資 本準備金項 目とされたのである。合併差益 とは,合 併により消滅 した会社か

ら承継 した資産の価額が,消 滅会社から承継 した負債の額および消滅会社の株主に支払 った合併

交付金ならびに存続会社 の資本増加額 または新設会社の資本額の合計額 を超える超過額である

(商法288条 の2第1項5号)。 これも資本修正の結果生ずるものであるので,資 本準備金項 目と

されたのである。それらは株主の出資の一部その他の資本に準ずべ き性質のものなので,こ れを

株主に利益 として配当することは不合理である(注11)。 しか し,ア メリカの大部分の州会社法

のもとでは,払 込剰余金は欠損填補および資本組入のほかに優先株主への配当に使用 しうるのに

対 し,わ が商法のもとでは前二者の使途しか許されていない(商 法289条 および293条 の3)。 し

たがって,払 込剰余金が社外 に流出する可能性は,両 国の間で相当の差がある(注12)。

現行法上の資本準備金は,実 質資本であって利益の留保ではないことは通説の認めるところで

あ り,債 権者保護のために準備金を拘束することは利益準備金の説明にはなっても,資 本準備金

の説明にはならないのである。債権者保護のためなら法定資本は多いほうがよいはずであるから,

実質的に資本であるところのプレミアムを含む株式発行価額の全額 を一元的に法定資本 とすれば

よいはずで,発 行対価の一部 をわざわざ法定資本か ら区別 して資本準備金とし,よ り容易にその

取崩 しを認めるということは,逆 に債権者に不利になるはずである。また,法 定資本 も資本準備

金 もともに実質資本であるか ら,こ の両者を区別 してみても,そ れによって損益計算が正確化す

る ということはないはずである。したがって,資 本準備金は,利 益準備金とは異なって従来から

考 えられているような債権者保護の制度ではな く,む しろ株主の利益を考慮 した制度であるとの

見解 もある(注13)。 私見 としては,法 定資本 も資本準備金 もともに実質資本であ り,債 権者保

護の観点から,会 社財産を確保す るための基準 となる一定の計算上の数額である。それゆえ,利

益準備金 と同様,資 本欠損の填補のため資本準備金を取 り崩 し,利 益配当をすみやかに回復 し維

持 してい くという意味で,株 主保護の機能を有する。 しかし,法 定資本 よりも資本準備金の取 り

崩 しを容易に認めることが,実 質的に債権者または株主にとって利益 となるとは考えに くい。資

本準備金を法定資本 として,株 主総会の特別決議により名義上減資 しても,実 質的に変動はない

はずであると考える。本来,資 本の欠損填補のために,利 益準備金 を容易に取 り崩す ことが認め

られているのだから,利 益準備金による欠損填補では充当 しきれないほどの資本欠損が存在する

場合には,債 権者保護手続により厳重に減資がなされるべ きではないか と思 う。

3.法 定準備金の機能

(1)資 本欠損の填補

商法上の法定準備金 は,主 として貸借対照表上の資本の欠損を填補するため商法によりその積
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立を強制 される。利益準備金はまさにこの目的のための法定準備金である。これに対 して資本準

備金はこの目的を終局的に有するに して も,そ の積立強制の理由は別個 に存する。いずれにして

も法定準備金は計算上の数額であって具体的な財産ではない。

法定準備金の立法理由は,資 本の欠損填補と利益配当の維持の二つに求めることがで きる。企

業において好況のときの利益を全部配当処分等により社外に流出させて しまうときは,景 気変動

による一般的不況ない し営業不振 により資本の額に食い込む欠損 を生ずる可能性 は大 きく,も し

資本に食い込む欠損 を生 じた場合 には,次 期営業年度以降においてこの欠損を填補することがで

きない限 り,あ るいは厳格な資本減少の手続をとって資本の額 を切 り下げない限 り利益配当をな

しえな くなる。企業における長期の無配 はそれ自体株主に不利益 を及ぼすにとどまらず,株 価の

低落を招 き,重 ねて株主は不利益をこうむることになる。他方同時に資金調達の可能性 を失い,

また収益力の減退は会社債権者にとっても危険である。そこで平常時,好 況時の利益のい くらか

を留保することによって損失 に備えさせ,こ れによって資本の額に食い込む欠損の生ず る前の段

階,す なわち資本と法定準備金の合計額に純資産が不足するに至った段階で法定準備金の取崩 し

によって資本の欠損を填補せ しめ,利 益配当をすみやかに回復 し維持 してい く必要がある。これ

が法定準備金制度の立法趣旨である。 しか し,英 米においては欠損填補 を目的とする利益留保か

らなる法定準備金の制度は存 しない。いずれも任意の ものである。(注14)。

法定準備金は資本の欠損填補に充てられることを原則 とし,た だ例外 として資本に組み入れ使

用することが認められている。商法289条1項 はこのことを定め,2項 は資本の欠損填補 のため

に法定準備金の取崩順序を定めている。この資本の欠損 とは,期 末会社純資産額が資本および法

定準備金の合計額に不足する場合 を意味する(通 説)。 通説に対 して,利 益準備金は,利 益の拘

束額であって資本ではない。 したがって,利 益準備金の欠損までを資本の欠損 というのはおか し

い。利益準備金は資本準備金 とは異なって,企 業の維持 と債権者保護のために配当客体から除外

された利益であるから,欠 損がこれに食い込んでいるからといって実質資本が安泰であるにもか

かわらず,た だちにその填補のための取崩を認めることは,資 本の防壁 としてのほんらいの役割

を没却するものであって,企 業維持の精神 に反 しまた債権者を害することになる。利益準備金に

食い込んでいるとい うだけの欠損 は単なる貸借対照表上の留保損失であって,こ れを填補するた

めに法定準備金の取崩 しを認めるならば,は じめから利益準備金の制度は無用である。利益準備

金でその全額 を填補 しうるような欠損 は,利 益の欠損であって も資本の欠損ではない(注15)。

この見解は資本 と利益の峻別という面では理解できるが,純 資産額が資本および資本準備金の合

計額に不足するに至 らないと,利 益準備金 をも取 り崩すことがで きなくな り,で きるだけ早 く欠

損状態を除去 して,利 益配当の可能性を回復 しようとする立法理由から設けられた利益準備金制

度の機能 は弱められ妥当ではない(注16)。

通説によれば特定年度の損失が任意積立金および前期繰越利益の取崩 しによって填補 しうる場

合には,資 本の欠損 はいまだ生 じていない。任意積立金および前期繰越利益 を損失填補に使用 し

て もなお損失が残 る場合に資本の欠損 を生 じたことにな り,法 的準備金をこの填補に使用するこ

とになる。また資本の欠損があるか否かは営業年度末に確定するので,年 度の途中で損失を生ず

ることがあっても資本の欠損 とはされず,年 度末における確定 を待 って法定準備金 を使用す るこ

とになる(注17)。 このように資本の欠損 は法定準備金で填補することがで きるが,填 補 しない

で繰越損失 と法定準備金を併存 させてもよい。ただし,利 益配当を回復するためには欠損填補 を

要する。資本欠損填補のために法定準備金を取 り崩す場合,商 法は利益準備金をもってまず填補
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し,つ いで資本準備金を取 り崩すべ きものと定めた(商 法289条2項)。 利益準備金を第一に取 り

崩すべ きもの としたのは,そ の取崩後の積立が資本準備金の場合 よりもひんぱんであること,ま

たそうすることが欠損填補による株主の利益 に照 らして妥当であることにもとつ く。資本準備金

の各項 目相互間に取崩の順序があるかについては法律上定めがなく,し たがって,自 由に取 り崩

しうる。資本欠損填補のための法定準備金の取崩は,欠 損額を限度 とする。それを超えて取U崩

し,利 益 を生ぜ しめることは許 されない(注18)。 法定準備金 と任意積立金の取崩順序 について

は明文の規定 はないが,積 立については任意積立金よ り法定準備金 を優先させている現行法の趣

旨からは,任 意積立金の取崩が先であると解するのが妥当である(注19)。

(2)準 備金の資本組入

資本と法定準備金は,い ずれも利益配当を制約するものであるから,法 定準備金を資本に振 り

替 えてもそれほど株主の不利益を増加させるわけではない。もちろん,法 定準備金がいっそう財

産拘束性の強い資本に変わることは会社債権者にとって有利なことである。法定準備金の資本組

入れによって,そ の組み入れられる限度で準備金が減少 し,資 本が増加するが,株 式 には何の変

動 もない。新株発行(無 償交付)は,準 備金の資本組入れ後いつで もでき,株 式分割の規定によ

る。また,そ の取 り崩 しは商法289条 で制限されているから,そ れらを資本に組入れても,資 産

の確実な社内留保 を図るという機能は,配 当可能利益 を資本に組入れた場合 ほど大 きくない。し

か し,法 定準備金のままであれば損失 を生 じた場合,こ れを取 り崩 して資本の欠損の填補に充当

で きるが,そ の資本組入れ後に損失を生 じた場合には,減 資手続を取 らない限 り翌期以降の利益

で欠損 を填補 しなければならない。法律的には,従 来,資 本の欠損填補のために自由に取 り崩 し

えた準備金が,債 権者保護手続きをとらなければ減少で きない資本に転換 されるわけであ り,会

社財産に対する法的拘束が強化 されることになる。 さらに,利 益準備金を資本に組入れたときは,

再び利益からそれを積み立てなければならない し,資 本準備金 を組み入れたときで も,利 益準備

金の積立限度の基準 となる資本の額が増加するか ら,そ れだけ社内留保を大 きくするという機能

を果たす(注20)。

準備金の資本組入れに際 し,資 本準備金 と利益準備金のいずれを先に組み入れるべ きか。この

点につ き法的制約はない。私見 としては,資 本準備金の資本組入 を先に行った場合は,資 本が増

加することにより利益準備金の積立限度基準が増加す る。ゆえに,そ の限度基準増加分だけ利益

準備金を積み立てるだけで よいが,利 益準備金を先に資本に組み入れた場合,再 び資本組入分だ

け利益か ら利益準備金 を積み立てなければならないと同時に,資 本の額が増加するので利益準備

金の積立限度基準 も増加 し,加 重的に内部留保が大 きくなる。それゆえ,株 主の利益配当請求権

が加重的に制限されることになるので,立 法論として,利 益準備金 より先に資本準備金の資本組

入 を認めるべ きであると考える。

また,法 定準備金の資本組入れに伴 なう株式の無償交付のうち、利益準備金の資本組入れによ

る無償交付は利益の資本化 に伴 う株式発行であるとい う点で株式配当と性質を同じくするが,た

だ,株 式配当が配当可能利益の資本化であるのに対 してこれは配当不能利益の資本化であるとい

う点が異な り,株 主総会の決議が要件 となっていないのもそのためである。また,資 本準備金の

資本組入れによる無償交付は,広 義の資本の枠内における勘定の振替にすぎない(注21)。 そ し

て,準 備金の資本組入れによる無償交付および株式配当は資本を増加 させるので,債 権者に利益

を与える点で共通する。 しか し,株 主に対 しては異なる影響 を及ぼす。法定準備金 を資本に組み
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入れて固定化す ることは,株 主の利益配当請求権に対する効果が間接的であるため,商 法293条

の3の 規定 により取締役会決議だけで決定で きる。これに対 して,株 式配当は現金配当を止める

とともに,配 当可能利益の算定上控除されるべ き額を増加させる点で株主の利益に直接的影響 を

及ぼすため,商 法293条 の2に 規定されているとお り株主総会の決議により決定 される(注22)。

利益準備金は,資 本準備金 とは異なって,資 本の四分の一に達するまで,毎 決算期に利益の処

分 として支 出する金額の十分の一以上(中 間配当時は,そ の分配額の十分の一)を 強制的に拘束

する制度であるから,そ の資本組入れを認めると次々に利益準備金が資本化 されていき,結 局,

配当可能利益の減縮 を招来す ることになるので,株 主の利益に影響するところが大 きい(注23)。

法定準備金の資本組入を認めたのは,法 定準備金が著 しく増加して資本 との問に均衡 を失するに

至 った場合にこれを調整す ることにある。 しか し,こ のような均衡の喪失 を生ぜ しめる可能性は

法定準備金中の資本準備金 について存するのであって,か かる事情の予想されない利益準備金に

ついては,株 主の利益配当請求権を制限 して政策的に積み立てることを強制 していることも考慮

して,立 法論として利益準備金の資本組入は廃止すべ きである(注24)。

4.資 本 と資本準備金

次に企業の資本制度 における資本準備金の機能について,株 主保護の観点および債権者保護の

観点から検討 し,そ のあ り方を考察する。資本は会社の保有する純財産の基準 としての一定の数

額であるか ら,個 々の資産や営業財産 とは全 く別のものであ り,ま た負債のように総資産に対す

る個別的請求権の集合を意味するものでもなく,純 粋 な抽象的金額である(注25)。 したがって,

現実には資本や法定準備金の額に達するだけの資産が存在 しないこともあ りうる(い わゆる 「資

本の欠損」)。また,こ こにいう資本は,法 律上の観念であって,経 済上の資本の観念 とは異なる。

すなわち経済上他人資本 といわれる社債その他の借入金はもとより,自 己資本で も法定準備金や

剰余金は法律上の資本ではない(注26)。

わが国においては,形 式的な法定資本 も,そ れが出資額 と結びついているかぎりでは,た とえ

この結びつ きが必然的な ものではないにせ よ,何 ほどかの実質的意義 を内在せ しめていた。 とこ

ろが,無 額面株式の導入は,こ のわずかながらの実質的なきずなをも断ち切った。いわゆる資本

と株式の切断 という現象がこれである(注27)。 結局,現 行法上の法定資本 は,実 質資本である

出資額 とも株式 とも理論上の関係 を持たない。資本概念は,基 本的には企業の出資者による出資

の額 を意味する。法定資本 は,会 計学的にはあま り意味のないものであって,会 計学上意味のあ

るのは出資の総額を中心 とする実質資本であることはもちろんである。企業にとって本質的な損

益計算の基礎である実質資本 と,債 権者保護の手段 としての抽象的な配当要件である法定資本 と

は,本 質論 と政策論のちがいがあるのであ り,一 部の会計学者が主張するように,実 質資本の全

部 を法定資本 として拘束 しなければならないとい う必然性 はない。法が実質資本の全部を法定資

本 として拘束 しなかったのは,債 権者,株 主お よび企業 自体の利害を総合的に勘案 したもので

あって,も っぱら政策的なものである(注28)。 しかし,資 本 は過去に株主がそれだけの額 を会

社に拠出 してという事実を示すにすぎない。損失に備 えて緩衝器として一定の財産を保持 させる

必要があるとしても,資 本は,会 社の現在の財産状態 とも支払能力 とも関係 を持たない数字で

あって,こ れに緩衝器たる役割 を担わせ る必然性はない(注29)。 準備金 も資本 と同 じく,計 算

上の数額であ り,そ れに相当する財産がいかなる形態で会社 に保有されるべ きであるかを問わな

い。また準備金の積み立てまたは使用 は,資 本 を超えて保有することを要する財産の計算上の数
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額を増加または減少することであって,現 実の金銭 を会社に積み立てまたは支出することを意味

しない。準備金の積み立てにより会社に保留 されるべ き財産の額がそれだけ増加 し,利 益 として

配当されうる金額が減少する。他方,準 備金の使用によって会社 に留保 されるべ き財産の額がそ

れだけ減少 し,利 益 として配当され うる金額が増加す る(注30)。

また,出 資総額 を法定資本 と資本準備金に配分する基準となる額面の法律上の意義は,株 式発

行価額の最低 限をな し,発 行価額のうち額面が少なくとも資本に組み入れ られることがあるが,

額面 は株式の経済価値 とはまった く無関係なものである。それゆえ,わ が国において も,株 式か

ら額面を排除しすべての株式 を無額面株式 とし(注31)。 株式発行価額のうち資本組入分 と株式

払込剰余金を配当する必要のない,株 主の出資総額をすべて資本 とする方法が良策ではなかろう

か。資本準備金が法定資本 と同じく実質資本に属するにも拘 らず,こ れを分離することを認める

のは,法 が 厂企業の経営」 と 「株主の利益」を考慮 して,と くにその取崩を法定資本 よりも緩和

し,こ れを法定資本 との問の欠損填補 をめ ぐる緩衝地帯 とすることは,実 質的な減資に機動性 を

与えたもので政策的な問題である(注32)。 しか し,こ の ような欠損填補 にあたっての緩衝資本

ない しはクッションとしての機能を強調することは,資 本準備金の存在意義 を積極的に理由づけ

ることにはな らない。実質資本たる資本剰余金を源泉 とする資本準備金 も,同 じく債権者保護の

目的を有す るのであれば,わ ざわざ法定資本より分離 して欠損填補 に備えるより,む しろ払込剰

余金それ自体 を拘束 して,法 定資本たらしめる方が一層 目的にかなうといえる(注33)。 その場

合,減 資差益金と合併差益金を,従 来の資本準備金とすればよいのではなかろうか。

5.税 法上の取扱い

現行税法は,利 益準備金の資本組入だけでなく,株 式配当についても 「みなし配当」 として課

税 している。利益配当 しないだけでな く,将 来 も配当できない資本にすることが,な ぜ配当にな

るか という根本的な疑問が生ずる。そこで課税の是非について検討 し論述する必要がある。

まず利益等 の資本組入 を課税すべきとする理由として,(1)法 人の利益は最終的に法人の構

成員である株主に帰属するものであ り,法 人の利益が,利 益積立金としてとどまっている限 りは

株主に対する配当に充てることができるが,こ れがひとたび資本に組み入れられると,も はや配

当に充てることはできな くなることか ら,法 人の計算において,利 益積立金額が資本組入 とい う

形で配当することができないものとして確定的に処分 された時点で,配 当所得 として課税するこ

とが適当であ ると考えられること。(2)ま た,会 社が留保収益 を株主総会の決議により処分す

る方法 としては,商 法の下では資本に組み入れるか配当として株主に交付するかのいずれかによ

ることとされているが,税 制は株主に課税された後の金員をも6て 会社の資本に出資することを

基本 としているので,利 益の資本組み入れの際に株主に対 して配当課税 をすべ きであることが挙

げ られよう(注34)。

また,利 益等の資本組入によって所得は発生せず,課 税 も行 うべきでないとする考え方がある。

利益準備金の資本組入の場合には,法 人税法上の利益積立金額(法 人税法2条18号)に あたるた

め,そ の資本組入れは利益配当 とみなされ(所 得税法25条2項2号) ,し たがって新株 の無償交

付 をしない場合にも株主は配当所得 としての課税を免れず,会 社はやはり源泉徴収をしなければ

ならない。現金配当をしているのではないから,株 主は現金の支払 を受ける権利 を取得 しないの

である。そ して株式を受けとるではないか というのなら,株 式分割でも株式を受けとることがで

きるが,こ の場合 は課税 しないではないか,と いう反論がなされよう。現行税法の下では,株 式
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配当,利 益準備金による無償交付 は,一 方において利益配当,み なし配当として課税 されるとと

もに,新 株 を売却 した場合はキャピタル ・ゲインにも課税 される。 これは国際的に見て異例であ

る(注35)。

税法側か らは,利 益等の資本組入により利益等が配当することができない ものに確定 した時点

で課税するという原則が確認 され継続 されている。商法側からは,株 式配当の規定を廃止 し,利

益 または利益積立金の資本組入は株式の分割であ り,所 得の実現ではなく,投 下資本の価値増加

にすぎない。しか し,投 下資本の価値増加で も,特 にそれが新株 として交付 された場合は,上 場

株式 については,す ぐに現金化で きるという点から現金 と同じ(す なわち実現 と同 じ)と みるこ

とは,相 当の理由があるもの とみられる。実現に至らない評価益 に課税することは,課 税公平の

見地から,現 金配当が株式配当に代えられてしまうことに対するチェックという点か らも,税 法

側の課税の論理 も十分成 り立つ とする見解 もある(注36)。

しか し,現 行税法は,利 益準備金の資本組入 について(同 時に株式の無償交付がなされていな

くても),利 益の配当がなされたもの として株式に対 し所得税が課税 されるのに対 し,資 本準備

金の資本組入に伴 う新株発行に対 しては,株 式に所得税は課されない。資本準備金,利 益準備金

および利益 の資本組入による新株発行をいずれ も株式分割として,そ の間に商法上の法的性質に

おいて差はないにもかかわらず,資 本準備金の資本組入によるいわゆる新株の無償発行 について

は株主に配当所得課税はなされないのに,な ぜ利益の資本組入,利 益準備金の資本組入を原資 と

する新株発行に課税するのか。ましてや現行税法のように,利 益準備金を資本に組み入れただけ

で株主に配当がなされたものとみなし課税するのは,ま ったくその理由がないといわねばならな

い(注37)。 またキャピタル ・ゲイン課税についてどのように評価するかが問題である。現行税

制の もとで多 くの投資家が利用する源泉分離課税 とは,売 買益がどれだけあるかを問わずに,売

却額の5%を 利益 とみな し,そ の20%,つ まり売却額の1%を 証券会社が源泉徴収する仕組みで

ある。 しかし,こ れではとうていキャピタル ・ゲイン課税 とはいえない。キャピタル ・ゲイン課

税 といえるべ きものがまだ実現 していない現状では,利 益準備金の資本組入 をみなし配当として

課税せざるを得ないのである。利益準備金の資本組入について,単 に資本の部の項 目の間に移動

があるだけで,株 主の持分の実質的価値に変化があるはずはない。キャピタル ・ゲイン課税が本

格的にできない以上,利 益準備金の資本組入の際に組み入れた額だけキャピタル ・ゲインが実現

したものとして課税するのだということであろう(注38)。

現行税法は,利 益準備金の資本組入について(同 時に株式の無償交付がなされていな くて も),

利益の配当がなされたものとして株主に対 し所得税が課税されるのに対 し,資 本準備金の資本組

入 に伴 う新株発行に対 しては,株 主に所得税は課 されない。これは,投 下資本の価値増加に対 し

課税 しようとする税法側の論理の矛盾点であり,課 税の公平を欠 くものであると考えられる。ま

た新株を取得 して も,株 式価値は現金価値 と同等の経済的利益 とはいいがたい。現金を得たけれ

ば売却 しなければならず,株 式市場においてプライス ・メカニズムが機能 していなければ,公 正

な株価形成 は期待できない。特に市場性のない株式の場合,公 正な価値実現 は困難である。新株

をす ぐに現金化できる(簿 価で売却できるとは限 らない)と いう点から現金と同じ(す なわち実

現 と同じ)と 見 ることは実質的に難 しいと思われる。私見としては,利 益および利益準備金の資

本組入およびそれに伴 う新株の無償交付の場合 も,所 得の実現ではな く,株 式分割に伴 う投下貸

本の価値増加であ り,資 本準備金の資本組入に新株発行の場合 と同様,株 主に所得税 を課されな

いこととすれば,課 税の公平が図られることになると思う。さらに,有 価証券の源泉分離課税制
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度 を改正 し,キ ャピタル ・ゲイン課税の強化により,未 実現評価益 に課税するのではな く,実 際

の売却時の実現利益に課税すべ きであると考える。

6.む すび

企業の資本制度における法定準備金は,本 来,利 益の留保たることに,会 社債権者保護のため

の制度 としての存在意義を有 して きたと考 えられる。現行法上,法 定準備金の本質 と機能 を有す

るのは利益準備金である。利益準備金は,資 本準備金の場合 と異な り,利 益拘束を無限に拡大す

ることは株主を害するので,法 により歯止めを設けている。また,資 本欠損の填補 と配当維持の

容易化のため,利 益の全部が分配されることがないよう法により積み立てを強制 されたものであ

るが,利 益の社外流出がない場合 にまで積極的に積み立てることを認めたものではない。

資本準備金については,利 益準備金のように積み立ての限度お よび積み立て率の規定はない。

法定の源泉 に該当する資本剰余傘が発生すればその金額が積み立てられなければならない。その

積み立ての時期は,資 本準備金 となるべ き資本剰余金の発生の都度である。株主総会による承認

は,こ の積み立ての適法性の確認 を意味するにすぎない。また,資 本準備金 も法定資本 もともに

実質資本であ り,債 権者保護の観点から,会 社財産を確保するための基準 となる一定の計算上の

数額である。それゆえ,利 益準備金 と同様,資 本欠損の填補のため資本準備金を取 り崩 し,利 益

配当をすみやかに回復 し維持 していくという意味で、株主保護の機能を有する。 しかし,法 定資

本 よりも資本準備金の取 り崩 しを容易 に認めることが実質的に債権者または株主にとって利益 と

なるとは考えにくい。資本準備金を法定資本 として,株 主総会の特別決議により名義上減資 して

も,実 質的に変動はないと思う。本来,資 本の欠損填補のためには,利 益準備金を容易に取 り崩

すことは認め られているのだから,利 益準備金による欠損填補では充当 しきれないほどの資本欠

損が存在する場合には,か えって債権者保護手続により厳重に減資すべ きではないかと考 える。

法定準備金の立法理由は,資 本の欠損填補 と利益配当の維持の二つに求めることができる。す

なわち,資 本 と法定準備金の合計額に純資産が不足するに至った段階で法定準備金の取 り崩 しに

よって資本の欠損 を填補せ しめ,利 益配当をすみやかに回復 し維持 していく必要がある。 しか し,

英米においては欠損填補を目的とする利益留保か らなる法定準備金の制度は存 しない。いずれ も

任意のものである。法定準備金は資本の欠損 に充てることを原則 とし,た だ例外 として資本に組

み入れ使用することが認め られている。

法定準備金の資本組入を認めたのは,法 定準備金が著しく増加 して資本 との間に均衡を失する

に至った場合 にこれを調整することにある。 しか し,こ のような均衡の喪失を生ぜ しめる可能性

は法定準備金中の資本準備金について存するのであって,か かる事情の予想されない利益準備金

については,株 主の利益配当請求権 を制限 して政策的に積み立てることを強制 していることも考

慮 して,立 法論 として利益準備金の資本組入れは廃止すべ きである。また,準 備金の資本組入れ

にさい し,資 本準備金 と利益準備金のいずれを先に組み入れるべ きか。この点につ き法的制約 は

ない。私見 としては,資 本準備金の資本組入 を先 に行った場合は,資 本が増加することにより利

益準備金の積立限度基準が増加する。ゆえに,そ の限度基準増加分だけ利益準備金 を積み立てる

だけでよいが,利 益準備金 を先に資本 に組み入れた場合,再 び資本組入分だけ利益から利益準備

金に積み立てなければならないと同時に,資 本の額が増加するので利益準備金の積立限度基準 も

増加 し,加 重的に内部留保が大きくなる。それゆえ,株 主の利益配当請求権が加重的に制限され

ることになるので,立 法論 として,利 益準備金 より先 に資本準備金の資本組入を認めるべ きであ
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ると考 える。

また,出 資総額を法定資本 と資本準備金に配分する基準 となる額面の法律上の意義は,株 式発

行価額の最低限をなし,発 行価額のうち額面が少なくとも資本に組み入れられることがあるが,

額面は株式の経済的価値 とはまった く無関係 なものである。それゆえ,わ が国においても,株 式

から額面を排除 してすべての株式 を無額面株式 とし,株 式発行価額のうち資本組入分 と株式払込

剰余金に配分する必要のない,株 式の出資総額をすべて資本とする方法が良策ではなかろうか。

資本準備金が法定資本と同じく実質資本に属するにも拘 らず,こ れを分離することを認めるのは,

法が企業の経営 と株主の利益 を考慮 して,と くにその取 り崩 しを法定資本よりも緩和 し,こ れを

法定資本 との問の欠損填補 をめ ぐる緩衝地帯 とすることは,資 本準備金の存在意義を積極的に理

由づけることにはならない。実質資本たる資本剰余金を源泉 とする資本準備金も,同 じく債権者

保護の目的を有するのであれば,わ ざわざ法定資本よ り分離 して欠損填補に備えるより,む しろ

払込剰余金それ自体をも拘束 して法的資本たらしめる方が 目的にかなうといえる。その場合,減

資差益金と合併差益金を,従 来の資本準備金 とすればよいのではなかろうか。

現行税法は,利 益準備金の資本組入について(同 時に株式の無償交付がなされていなくても),

利益の配当がなされたものとして株主に対 し所得税が課税 されるのに対 し,資 本準備金の資本組

入に伴 う新株発行に対 しては,株 主に所得税 は課 されない。 これは,投 下資本の価値増加に対 し

課税 しようとする税法側の論理の矛盾点であ り,課 税の公平 を欠 くものであると考えられる。私

見 としては,利 益および利益準備金の資本組入およびそれに伴 う新株の無償交付の場合 も,所 得

の実現ではな く,株 式分割に伴 う投下資本の価値増加であ り,資 本準備金の資本組入に伴 う新株

発行の場合 と同様,株 主に所得税を課 さないこととすれば,課 税の公平が図られることになる。

また,有 価証券の源泉分離課税制度を改正 し,キ ャピタル ・ゲイン課税の強化により,未 実現評

価益に課税するのではなく,実 際の売却時の実現利益に課税すべ きであると考える。

このように,法 定準備金の本質 と法的機能はつぎの ようであると考えられる。まず,利 益準備

金は,資 本欠損の填補 と配当維持の容易化のために機能すべきであ り,株 主の利益配当請求権を

制限して政策的に積 み立てることを強制 していることも考慮 して,立 法論 として,利 益準備金の

資本組入は廃止すべ きであると考える。また,資 本準備金は,法 定資本 と同 じく債権者保護を目

的とするのであるか ら,わ ざわざ法定資本 より分離 して欠損填補に備えるより,む しろ,法 定資

本たらしめ,株 主の出資総額をすべて法定資本とする方が一層 目的にかなうといえる。その場合,

減資差益金 と合併差益金 を従来の資本準備金とすればよいのではなかろうか。さらに税法上 も,

利益準備金に資本組入およびそれに伴 う新株の無償交付の場合 も,株 主に所得税 を課さないこと

とし,キ ャピタル ・ゲイン課税の強化により,売 却時の実現利益 にのみ課税すべ きであると考え

る。
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